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高松市契約事務処理要綱（昭和４３年高松市庁達第８号） 

目次 
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第４節 指名の取消し（第８条） 

第３章 契約手続（第９条―第１５条） 
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第５章 契約（第４２条―第６０条） 

第６章 契約代金の支払（第６１条―第７１条） 

第７章 契約履行の確保等（第７２条―第８２条） 

第８章 雑則（第８３条―第８５条） 

附則 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この要綱は、市の工事又は製造の請負、物件供給、業務等の委託その他の契約に

ついて、高松市契約規則（昭和３９年高松市規則第３６号。以下「契約規則」とい

う。）によるほか、合理的な基準を設けることにより、契約事務の迅速かつ円滑な処理

を図るとともに、適正な運営を行うことを目的とする。 

（用語の定義） 

第２条 この要綱において「工事等」とは、工事又は物件供給・委託等をいう。 

２ この要綱において「物件供給・委託等」とは、物品の買入れ・借入れ、業務の委託・

役務の提供、製造の請負その他の契約に係るものをいう。 

３ この要綱において「契約担当課」とは、次の各号に掲げる契約の区分に応じ当該各号

に定める要件に該当するものについては財政局契約監理課（市立の小学校又は中学校

（これらに係る給食調理場を含む。）において使用する物品に係るものは別に定める分

掌により教育委員会総務課、学校教育課又は保健体育課と、高松第一高等学校において

使用する物品に係るものは同校とし、以下「契約課」という。）とし、その他の契約に

ついては当該契約に係る予算を所管する課とする。 

(１) 工事の請負契約 予定価格１３０万円を超えるもの（緊急工事に該当するものを

除く。） 

(２) 工事に附帯する委託契約 予定価格５０万円を超えるもの 
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(３) 物品の購入契約 次に掲げるものの購入（第１０条第２項において「直接購入」

という。）以外のものに係るもの及び契約課において行うこととしている単価契約

（以下「契約課単価契約」という。） 

ア 予定価格が５万円以下の物品（契約課単価契約がなされている消耗品と同種のも

のを除く。） 

イ 契約課単価契約がなされている消耗品と同種のもの（予定価格が５万円以下、か

つ、契約課単価契約がなされている消耗品につき事務上又は業務上の支障がある場

合に限る。） 

ウ 新聞、雑誌、図書、郵便切手、商品券その他これらに類するもの 

エ 資金前渡に係る資金により購入するもの 

オ 工事用原材料、賄材料、食品類（備蓄用のもの及び予定価格が５万円を超え、か

つ、報償費に係るものを除く。）、薬品類（工業薬品、医薬品、防疫剤及び殺虫

剤）、飼料、動物、植物、種子及び写真（現像又は焼付けをいう。） 

カ 災害その他やむを得ない理由により緊急に必要とするもの 

キ 契約課単価契約がなされたもの 

ク アからキまでに掲げるもののほか、市長が予算を所管する課において購入するこ

とが適当であると認めるもの 

（競争入札に参加する者に必要な資格、資格審査の申請期間及び方法等） 

第３条 一般競争入札及び指名競争入札に係る契約規則第５条第１項（契約規則第１７条

第１項において準用する場合を含む。）に規定する市長が定める資格並びに資格審査の

申請期間及び方法等については、工事並びに測量及びコンサルタント業務等の委託（以

下この条において「建設関連業務委託」という。）に係るものにあっては２年、物件供

給及び業務等の委託（建設関係業務委託を除く。）に係るものにあっては３年ごとに掲

示その他の方法により公示するものとする。 

２ 前項の公示後において追加受付を必要とするときは、その都度公示するものとする。 

第２章 指名基準 

第１節 指名の方針 

第４条 指名競争入札に参加する者の選定に当たっては、一部の業者に偏重することなく

中小業者の保護助長に留意し、特に不利益又は不公平とならないよう適格業者から公正

に指名するものとする。 

第２節 工事以外に係る業者選定 

（業者の選定） 

第５条 工事以外について指名競争入札又は随意契約をしようとするときは、特別の理由

がある場合を除き、資格者名簿（地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６

７条の５第１項及び第１６７条の１１第２項の規定に基づき市長が定めた一般競争入札
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及び指名競争入札に参加する者に必要な資格の審査の結果、当該資格を有すると認めら

れた者を登載した名簿をいう。以下同じ。）に登載された者のうちから、選定するもの

とする。 

２ 業者を選定する場合においては、次に掲げる事項に留意して選定するものとする。 

(１) 著しい経営状況の悪化又は資産及び信用度の低下の事実がなく、かつ、契約の履

行がなされないおそれがないと認められる者であること。 

(２) 契約の性質又は目的により、当該契約の履行について法令の規定により官公署等

の許可、認可等を必要とする場合は、その許可、認可等を受けている者であること。 

(３) 特殊な物件供給・委託等の契約をする場合において、その物件供給・委託等の履

行又は供給の実績がある者に行わせる必要があるときは、当該実績を有する者であ

ること。 

(４) 物件供給・委託等の履行期限又は履行場所等により、当該物件供給・委託等に必

要な原材料・労務その他について容易に調達して履行し得る者に行わせること。こ

の場合において、一定地域にある者を対象として競争に付することが契約上有利と

認められるときは、これを調達して履行することが可能な者又は一定地域にある者

であること。 

(５) 物件供給・委託等の契約について、その性質上特殊な技術・機械器具又は生産設

備等を有する者に行わせる必要がある場合は、当該技術・機械器具又は生産設備等

を有する者であること。 

(６) 輸入に係る物品の購入契約においては、当該物品に関する外国の製造会社若しく

は販売会社から販売権を得ている者又は当該取引が可能な者であること。 

(７) 物件供給・委託等の手持ちの状況を総合的に勘案して、余裕があると認められる

者であること。 

(８) 契約の適正な履行を図るため、銘柄を指定する必要があると認められる場合は、

当該銘柄に係る物品を供給し得ることが可能な者であること。 

(９) 契約について、政府機関又はこれに準ずる機関の検定・基準又は標準規格等に合

格した物品を使用する必要があると認める場合は、当該物品を使用し、又は納入で

きる者であること。 

（業者選定の特例） 

第６条 次の各号のいずれかに該当すると認められる場合には、資格者名簿によらず、前

条第２項各号に掲げる事項に留意して、指名することができる。 

(１) 契約の性質又は目的により、当該契約の履行について法令の規定により官公署等

の許可又は認可等を必要とするもので、当該許可又は認可等を受けた者が少数である

場合 

(２) 資格者名簿に登載された者に適応者がない場合又は指名する者が少数となること
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により、適正な入札の執行が行われないおそれがあり指名する者を追加する必要があ

る場合 

第３節 工事に係る業者選定 

第７条 工事に係る業者選定については、別に定める。 

第４節 指名の取消し 

（指名の取消し） 

第８条 指名競争入札の参加者として指名を受けた者が、次の各号のいずれかに該当する

場合は、市長が特に必要と認める場合を除き、その指名を取り消すものとする。 

(１) 地方自治法施行令第１６７条の４第１項に規定する者に該当することとなったと

き。 

(２) 経営・資産・信用等の状況に変動があり、契約の履行がなされないおそれがある

と認められるとき。 

(３) 正当な理由がなく現場説明を受けなかったとき。 

(４) その他職員の指示を守らなかったとき。 

第３章 契約手続 

（契約の依頼） 

第９条 課長は、工事等の契約であって第２条第３項各号に掲げる契約の区分に応じ当該

各号に定める要件に該当するものを必要とするときは、契約課に対し、財務会計システ

ム（契約規則第２条第７号に規定する財務会計システムをいう。以下同じ。）を利用し

て依頼を行うものとする。この場合においては、設計書、仕様書、図面その他必要と認

める書類を秘密扱いとして契約課に提出するか、又はこれらの書類に記載すべき情報が

記録された電子文書（高松市行政文書管理規程（平成２５年高松市規程第１７号）第２

条第３号に規定する電子文書をいう。以下同じ。）を統合文書管理システム（同規程第

１条の２第３号に規定する統合文書管理システムをいう。）を利用して契約課に送付す

るものとする。 

２ 契約の依頼を受けたときは、名称、場所、工期（納期）、設計金額、予算額、支出科

目、設計者及び監督職員その他必要事項の内容並びに設計図書等の有無を確認するもの

とする。この場合、予算の内容が一括されているときは、契約依頼ごとに当該工事等に

見合う予算を配分するものとする。 

（物品の一括購入） 

第１０条 契約監理課において単価契約をしている物品のうち、別に定めるものは、各課

長からの依頼により、契約監理課において一括購入を行うものとする。ただし、緊急そ

の他やむを得ない理由のある場合は、この限りでない。 

２ 契約担当課の長は、単価契約をした直接購入の物品の発注を前項の一括購入に合わせ

て行うことにつき契約監理課長に依頼することができる。 
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（業者選定理由の明記） 

第１１条 契約依頼を受けたときは、工事等の性質・目的に応じた契約の方法により適合

した業者を選定し、その選定の理由を決裁文書に記載して、選定の経過を明らかにする

ものとする。 

（業者選定の調整） 

第１２条 業者の選定に当たり、契約依頼課から業者の推せんがあった場合は、契約課は

その適否を調査し、不適当と思われる場合は調整するものとする。 

（高松市工事請負等審査委員会及び高松市物品購入審査委員会による審査） 

第１３条 高松市工事請負等審査委員会規程（平成２７年高松市規程第３号）第３条第１

号に規定する工事の請負契約及び測量・建設コンサルタント業務等の委託契約並びに高

松市物品購入審査委員会規程（昭和４４年高松市規程第４号）第２条各号に掲げる物品

の購入契約については、それぞれの規程の定めるところにより、高松市工事請負等審査

委員会及び高松市物品購入審査委員会において審査を行うものとする。 

第１４条 削除 

第１５条 削除 

第４章 入札・開札 

（入札の執行） 

第１６条 入札を行おうとする場合は、入札及び開札の日時（入札期間を定めて行う入札

にあっては、当該期間）、入札及び開札の場所、入札の条件、入札参加者一覧表その他

の必要事項を記載した入札通知書（一般競争入札の場合は契約規則第６条第１項各号に

掲げる事項、公募による指名競争入札にあっては契約規則第１７条第２項の規定により

読み替えて準用する契約規則第６条第１項各号に掲げる事項）、設計書、仕様書、図面

等を添えて市長の承認を得るものとする。 

（契約の申込みの誘引） 

第１７条 入札の執行について市長の承認を得たときは、入札について、一般競争入札に

あっては公告、公募による指名競争入札にあっては公表、その他の指名競争入札にあっ

ては入札参加者への通知をするものとする。 

（現場説明） 

第１８条 工事等の現場説明を行う場合は、出席者名簿を備え出席者の記名押印を求めて

出欠を確認するものとする。 

２ 現場説明は、契約担当課（契約依頼に係るものにあっては、契約課とする。以下同

じ。）が主管する。この場合、現場説明に必要な職員を立ち会わせるものとする。 

３ 現場説明は、契約の条件、入札の注意事項並びに工事等の施行について必要な事項を

説明するものとする。 

第１９条 削除 
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（設計図書の縦覧） 

第２０条 入札に付する設計図書等の縦覧は、契約担当課において行うものとする。 

（予定価格） 

第２１条 入札を行う場合は、契約担当課はあらかじめ価格を予定し、市長の決定を得な

ければならない。 

２ 予定価格の決定を得たときは、封書にして秘密扱いとし、これを他に口外してはなら

ず、開札の場所に備えるものとする。 

３ 前項の規定は、最低制限価格を設けた場合について準用する。 

（入札保証金） 

第２２条 入札保証金は、契約規則第９条各号のいずれかに該当する場合を除き、徴収し

なければならない。 

２ 入札保証金を社債で納付する場合は、日本銀行又は関係金融機関にその適格性を調査

確認しなければならない。 

３ 入札保証金を預金証書等で納付する場合は、これに質権を設定させるものとする。 

４ 有価証券による入札保証金の納付があつた場合において、当該入札者が落札者となり

契約保証金を徴収する必要があるときは、その者の同意を得てこれを契約保証金に充当

し、有価証券は、預託簿に必要事項を記入し封書にして会計管理者に預託するものとす

る。 

（入札場所） 

第２３条 入札の執行に当たっては、入札会場を確保し、入札箱その他必要な書類及び物

品を整備するものとする。 

（入札者の確認） 

第２４条 入札を行おうとする場合は、入札に先立ち入札者の点呼及び資格等の確認を行

い、代理入札者については委任状を提出させるものとする。 

（入札の立会い） 

第２５条 入札は、契約担当課が主管する。この場合、入札に必要な職員を立ち会わせる

ものとする。 

２ 入札者が立ち会わないときは、前項の職員に加え、当該入札事務に関係のない職員を

立ち会わせるものとする。 

３ 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法（昭和２６年法律第９７号）その他の法令の

規定に基づき、入札の立会いを必要とするものについては、契約依頼課は契約依頼書に

その旨を記載するものとし、この記載があった場合は契約担当課は関係者に入札の立会

いの通知をするものとする。 

（入札の宣言） 

第２６条 入札を行う場合は、入札の場所に封書にした予定価格調書及び必要書類を備え、
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入札に関する注意事項等を示して入札を宣言するものとする。 

（入札書の提出等） 

第２７条 入札書には、入札年月日・入札者の氏名（委任を受けた者にあっては受任者の

氏名）・件名及び入札金額等を記入し、押印の上、これを封書（件名、会社名等を封筒

の表面に記載すること。）にし、所定の入札箱に投函するものとする。ただし、４つ折

り等により入札金額が見えないようにした入札書は封書にすることを要しない旨を入札

要領等において定めた場合は、入札書のまま投函することができる。 

２ 提出した入札書は、引換え、書換え又は撤回することができない。 

（期間入札） 

第２８条 入札期間を定めて行う入札に係る入札書の提出については、前条第１項の規定

にかかわらず、次に定めるところによる。 

(１) 書留郵便により入札書を送付する場合は、工事の請負、測量及び建設コンサルタ

ント業務並びに物品の買入れ等について別に定めのあるもののほか、次のとおりとす

る。 

ア 前条第１項本文の規定により入札書を封入した封筒表面に、更に開札日等を記載

すること。 

イ アの封筒を更に封筒に入れ、当該封筒の表面に「入札書在中」及び「親展」の文

字を記載し、一般書留又は簡易書留により入札期限までに必着させること。 

(２) 持参による場合は、次のとおりとする。 

ア 前条第１項本文の規定により入札書を封入した封筒表面に、更に開札日等を記載

すること。 

イ 入札期間内に、アの封筒を指定場所に持参すること。 

２ 前項の規定により送付された入札書は、開札時まで、同項第１号ア又は第２号アの封

筒に封入された状態で保管しなければならない。 

（総合評価競争入札における入札書の記入事項及び評価値による落札者の決定） 

第２９条 契約規則第１４条の３第１項及び第２項（契約規則第１７条第１項において準

用する場合を含む。）の規定により落札者を決定する一般競争入札又は指名競争入札

（以下「総合評価競争入札」という。）に係る入札書には、第２７条第１項に規定する

事項のほか、評価値（契約規則第１４条の３第３項に規定する落札者決定基準に従い同

条第１項又は第２項（契約規則第１７条第１項において準用する場合を含む。）の規定

によりそれぞれの申込みに係る価格及びその他の条件を評価し落札者を決定するために

使用する数値をいう。以下同じ。）を求めるのに必要な事項として市長が定める事項を

記入するものとする。 

２ 市長は、総合評価競争入札においては、入札者（契約規則第１４条の３第２項（契約

規則第１７条第１項において準用する場合を含む。）の規定により落札者としないこと
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とした者を除く。）のうち最高の評価値の申込み（最高の評価値の申込みが２以上ある

ときは、これらのうち最低の価格による申込み）をした者を落札者とするものとする。 

（再度入札） 

第３０条 初度の入札に付して落札者がない場合は、直ちに再度の入札を行う。ただし、

入札期間を定めて行う入札については、その都度市長が定める。 

（随意契約） 

第３１条 再度入札をしても落札者がない場合は、入札を打ち切り、随意契約を行うこと

ができる。 

２ 前項の場合において、市長は、再度の入札で最低の価格を提示した者から見積りを徴

取し、その者が予定価格の制限の範囲内の価格で見積りをしたときは、契約の相手方と

するものとする。ただし、最低の価格を提示した者が見積りを辞退した場合は、次順位

の価格を提示した者から見積りを徴取するものとし、以下においても、同様とする。 

（再度公告入札） 

第３２条 再度入札をしても落札者がなく再度公告入札をする場合は、入札を打ち切り、

期日を改め、再度公告入札を行う旨を宣言し、又は通知するものとする。 

２ 再度公告入札においても落札者がない場合で、改めて入札に付する場合は、初度入札

及び再度公告入札の業者全員を参加させるものとする。 

３ 前２項の規定は、指名競争入札について準用する。 

（予定価格を事後公表する一般競争入札等について落札者がない場合の手続の特例） 

第３３条 削除 

（入札の打ち切り） 

第３４条 入札の打ち切りをした場合は、関係書類に入札状況調書を添え、入札の状況を

明らかにして、入札の打ち切りについて市長の承認を得なければならない。 

（入札状況調書） 

第３５条 入札の状況を明らかにするため、入札者及び入札金額（総合評価競争入札にあ

っては、入札者、入札金額及び評価値）を記入した入札状況調書を作成するものとする。 

（開札の執行） 

第３６条 次項以外の入札において、入札者が入札書の提出を終わったときは、開札をす

る旨の宣言をして入札者立会のもとに開札するものとする。この場合、入札者が立会を

しない場合は、当該入札事務に関係のない職員を立ち会わせるものとする。 

２ 入札期間を定めて行う入札に係る第２３条、第２４条、第２５条第１項及び第２６条

の規定の適用については、第２３条中「入札の」とあるのは「開札の」と、「入札会

場」とあるのは「開札会場」と、第２４条中「入札を」とあるのは「開札を」と、「入

札に先立ち入札者の点呼及び資格等の確認を行い、代理入札者については委任状」とあ

るのは「代理出席者についてはその身分を証明するに足りる書類」と、第２５条第１項
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及び第２６条中「入札」とあるのは「開札」とする。 

（開札の結果発表） 

第３７条 開札の結果は、その都度発表するものとする。 

２ 入札を繰り返してする場合において、前回の開札の結果発表をした最低入札金額以上

の入札をした者があったときは失格とする。 

（くじによる落札者の決定） 

第３８条 開札の結果、同価の落札金額の入札者があった場合（総合評価競争入札にあっ

ては、第２９条第２項に規定する最低の価格の申込みが２以上あった場合）は、くじに

より落札者を決定するものとする。 

（電子情報処理組織を使用して入札が行われる場合の特例） 

第３９条 契約規則第１２条第３項に規定する方法により入札をさせる場合の手続に関し

ては、第２３条から第３２条まで及び前３条の規定にかかわらず、市長が別に定める。 

（契約の内容に適合した履行がされないおそれ等がある入札） 

第４０条 契約規則第１４条の２第１項又は第１４条の３第２項（第１７条第１項におい

て準用する場合を含む。）の規定の適用があるものとして行った入札において、開札の

結果、予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって申込みをした者（総合評価競争入札

にあっては、最高の評価値の申込みをした者）であっても、その者の当該申込みに係る

価格によっては、当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められる

場合又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあ

って著しく不適当であると認められる場合は、落札の決定を保留し、当該案件（以下

「調査対象工事」という。）に関し、次に掲げる事項のうち必要なものについて調査を

行うものとする。 

(１) その価格により申込みをした理由 

(２) 当該入札者が施工している他の工事の状況 

(３) 調査対象工事の資材購入先及びその購入先との関係 

(４) 当該入札者が過去に施工した公共工事名及びその発注者 

(５) 前号の公共工事の成績状況 

(６) 調査対象工事において予定している下請業者の概要 

(７) 調査対象工事において配置を予定している技術者の経歴及び資格 

(８) 当該入札者の従業員数 

(９) 当該入札者の経営内容 

(10) その他必要な事項 

２ 前項の申込みに係る価格が別に定める数値的判断基準に係る価格を下回っているとき

は、同項の調査を行うことなく、契約規則第１４条の２第１項各号のいずれかに該当す

る事由があると判断し、当該入札者を落札者としない。 
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３ 第１項の調査は、契約担当課、工事担当課等で行い、契約規則第１４条の２第１項各

号のいずれかに該当する事由があるか否かについて市長の決定を得なければならない。 

４ 前項の決定に当たっては、高松市工事請負等審査委員会の審査を経るものとする。 

（最低制限価格等に満たない入札） 

第４１条 最低制限価格を設けた場合において、開札の結果最低制限価格に満たない価格

をもって申込みをした者があったときは、失格とする。総合評価競争入札において、市

長があらかじめ設けた価格に満たない価格をもって申込みをした者であって、契約規則

第１４条の２第１項各号のいずれかに該当する事由があると市長が認めるものがあった

ときも、同様とする。 

第４章の２ 随意契約 

（工事の見積期間） 

第４１条の２ 工事の請負契約を随意契約により締結しようとする場合の見積期間は、次

に掲げる期間とする。ただし、やむを得ない事情があるときは、第２号及び第３号の期

間は５日以内に限り短縮することができる。 

(１) 工事１件の設計金額が５００万円に満たない工事については１日以上 

(２) 工事１件の設計金額が５００万円以上５，０００万円に満たない工事については

１０日以上 

(３) 工事１件の設計金額が５，０００万円以上の工事については１５日以上 

第５章 契約 

（契約の締結） 

第４２条 落札者の決定後は、遅滞なく、入札又は見積りの状況を明らかにする書類及び

契約に必要な書類を作成し、契約締結について市長の承認を得なければならない。 

２ 契約締結について市長の承認を得たときは、契約の相手方に通知し、落札者の決定の

日から１０日以内に契約を締結し、契約処理票等に所要事項を記入して整理番号を付し、

整理するものとする。 

（収入印紙の貼付） 

第４３条 工事等に係る契約書又は請書には、印紙税法（昭和４２年法律第２３号）の規

定により、収入印紙を貼り付け、かつ、印章でこれを消すものとする。 

（受任者契約） 

第４４条 契約書に記載すべき受注者名を、委任を受けた支店長又は出張所長等の氏名を

もって契約しようとする場合は、民法（明治２９年法律第８９号）第９９条及び第１０

０条の規定に基づきその責任の範囲を明確にするため、次のとおり記載させるものとす

る。 

２ 商法（明治３２年法律第４８号）第５０４条の規定の適用がある商行為の代理につい

ては、前項の規定は、適用しないものとする。 
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（共同企業体との契約） 

第４５条 共同企業体が受注者となる場合は、契約書に構成員全員を次のとおり連記させ

るものとする。 

（連帯保証人） 

第４６条 特殊な工事等の契約について、連帯保証人を立てさせる必要がある場合におい

て、契約規則第２６条第２項第２号に該当する連帯保証人（完成能力を有する者）を立

てることが困難なときは、同項第１号による連帯保証人（債務の支払能力を有する者）

をもって足りるものとする。 

（連帯保証人の責任） 

第４７条 受注者が契約を履行しない場合で連帯保証人に対し連帯保証責任の履行請求を

したときは、履行承継の承諾書を提出させるものとする。 

２ 連帯保証人が契約を承継した場合における契約の目的物の出来形は、連帯保証人に帰

属するものとする。 

（仮契約） 

第４８条 契約規則第２０条第３項により議会の議決を必要とする工事等の契約について

契約の相手方が決定したときは、市長の承認を得て仮契約をするものとする。 

２ 前項により仮契約を締結する場合における収入印紙は、印紙税法による相当額を貼り

付けるものとする。 

（契約保証金） 

第４９条 契約保証金は、契約規則第２４条各号に該当する場合を除き、徴収しなければ

ならない。 

２ 入札保証金をもって契約保証金に充当する旨の同意を得たときは、その不足額を徴収

する。 

３ 第２２条第２項から第４項までの規定は、契約保証金について準用する。 

（少額である契約金額） 

第５０条 契約規則第２４条第７号に規定する少額である契約金額は、予定価格が５００

万円未満の場合における当該契約金額とする。 

（工程表） 

第５１条 工事請負契約者は、契約締結後１０日以内に当該工事の工程表を２部作成して、

監督員（工事について契約規則第２条第４号の監督を行う監督職員をいう。以下同

じ。）を経て契約担当課に提出するものとする。ただし、請書による場合又は高松市会

計規則（昭和３９年高松市規則第３４号）別表第１の規定により請求のあったときに支

出負担行為として決裁を受け処理する場合は、これを省略することができる。 

（着手届） 

第５２条 工事請負契約者は、工事に着手したときは、監督員を経由して着手届を市長に
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提出しなければならない。ただし、高松市会計規則別表第１の規定により請求のあった

ときに支出負担行為として決裁を受け処理する場合は、これを省略することができる。 

（現場代理人・主任技術者等） 

第５３条 工事請負契約者は、工事に着手したときは、当該工事の現場代理人・主任技術

者等を定めた現場代理人・技術者等選任通知書及び下請契約内容を定めた下請通知書を

市長に提出しなければならない。ただし、請書による場合又は高松市会計規則別表第１

の規定により請求のあったときに支出負担行為として決裁を受け処理する場合は、これ

を省略することができる。 

２ 前項の通知書の内容に変更があった場合は、速やかに主任技術者等変更通知書を市長

に提出しなければならない。 

（設計監理委託料の算定） 

第５４条 工事等の設計監理業務を他に委託する場合における委託料の算定は、市長が特

に必要があると認める場合を除き設計金額によるものとする。 

（契約金額の変更） 

第５５条 工事等の施行中において設計変更等により契約金額の一部を変更する必要が生

じた場合は、契約担当課は、これについて、理由を付して市長の決裁を受けた後、変更

契約をするものとする。 

２ 前項の変更契約が契約依頼に係るものについて行われるときは、契約依頼課は、同項

の決裁に先立って、理由書を作成し、契約課に提出するものとする。 

３ 変更契約における契約金額の記載については、変更に伴う増減額を記載するものとす

る。 

４ 前項の場合、所要額の収入印紙を貼り付けるものとする。 

（履行期限の変更） 

第５６条 工事等の契約において天災その他やむを得ない理由により履行期限の延長を必

要とするときは、契約担当課は、これについて、理由を付して市長の決裁を受けた後、

変更契約をするものとする。 

２ 前条第２項の規定は、前項の変更契約について準用する。 

（履行期限の延長） 

第５７条 工事等の契約について、契約者の責めにより履行期限までに目的物を完成する

ことができない場合又は納期内に目的物を完納することができない場合で、期限後に完

成又は完納の見込みがあると認められるときは、契約者に履行期間延長承認申請書を提

出させ、市長の承認を得て契約規則第３５条の規定による遅延損害金を徴し、期限を延

長することができる。 

（設計変更の算定基準） 

第５８条 設計変更を必要とする場合における金額の算定基準は、設計金額によるものと
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する。 

（設計変更の限度） 

第５９条 設計変更として取り扱うことのできる限度は、契約金額の２分の１以内とする。

ただし、特別の理由がある場合は、別に市長が定めるものとする。 

（設計変更に伴う契約金額の算定） 

第６０条 設計変更をした場合の契約金額の算定については、当初の請負歩率により算定

するものとする。 

第６章 契約代金の支払 

（中間前金払の認定） 

第６１条 契約者は、高松市公共工事の前金払に関する規則（平成２１年高松市規則第１

５号）第３条の規定による前払金（以下「中間前払金」という。）の支払を受けようと

するときは、監督員を経由して中間前金払認定申請書及び工事履行報告書を市長に提出

し、その認定を受けなければならない。 

（保証証書の預託） 

第６２条 高松市公共工事の前金払に関する規則第２条の規定による前払金（以下「前払

金」という。）及び中間前払金（以下「前払金等」という。）について契約者が公共工

事の前払金保証事業に関する法律（昭和２７年法律第１８４号）による保証事業会社

（以下「保証事業会社」という。）の保証証書を提出したときは、預託簿に所要事項を

記入し、証書は封書にして会計管理者に預託するものとする。 

（前払金等の支払） 

第６３条 前払金は契約金額の１０分の４以内の額、中間前払金は契約金額の１０分の２

以内の額とし、適法の請求を受けた日から１４日以内に支払うものとする。 

（保証証書の返還） 

第６４条 前払金等の支払をした契約の履行が完了したときは、会計管理者に預託証書の

返還を求めてこれを契約者に返還するものとする。 

２ 契約担当課は、前払金等の支払をした契約の履行を確認したときは、高松市会計規則

第８２条の規定により市長に報告するものとする。 

（前払金等に係る契約不履行の措置） 

第６５条 前払金等の支払をした契約について、契約の不履行又はそのおそれがあるとき

は、速やかに、保証事業会社に連絡するとともにその旨書面により通知するものとする。 

（保証金の請求） 

第６６条 前払金等の支払をした契約を解除したときは、速やかに契約者及び保証事業会

社に立会いを求めて出来形検査を行い、出来形金額が前払金額に中間前払金額を加えた

金額（保証金額）と部分払金額との合計額に達しない場合は、保証事業会社に次の書類

を提出して保証金の支払を請求するものとする。 
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(１) 保証金請求書 

(２) 保証金計算書（前払金額・中間前払金額・部分払金額及び契約解除時の当該契約

の既済部分に対する代価に相当する額を基に計算したもの） 

(３) 契約の出来形調書（契約解除時の出来形内訳明細書） 

(４) 保証証書（保証契約の変更があった場合は保証契約変更証書） 

(５) 契約解除通知書の写（保証契約者の責めに帰すべき事由による解除であることが

明記されているもの又はこのことを証する書類の添付されているもの） 

(６) 保証事業会社において特に必要と認める書類 

（前払金等に係る連帯保証人が契約を承継する場合の措置） 

第６７条 前払金等の支払をした契約について、連帯保証人に当該契約の履行を請求しよ

うとする場合は、遅滞なく書面で連帯保証人に履行請求の通知をするとともに、保証事

業会社に対し、当該契約は発注者が連帯保証人に契約の履行請求をしないで解除できる

ものである旨を文書により、通知するものとする。 

２ 前項の場合、連帯保証人又は保証事業会社から出来形検査の請求があったときは、契

約者・連帯保証人・保証事業会社等の立会いの上出来形検査を行い、出来形検査調書を

作成し、その写を保証事業会社に交付するものとする。 

（部分払いによる出来形の確認） 

第６８条 契約者より契約による部分払いについて出来形確認の請求があった場合は、当

該工事等の監督職員は、設計書に基づき、工事等の出来形を算定して出来形内訳書を作

成し、検査員（検収員）の確認を求めるものとする。 

２ 検査員（検収員）は、設計書及び当該工事等の監督職員が作成した出来形内訳書に基

づきその出来形を確認し、検査調書を作成してこれを市長に報告するものとする。 

（部分払） 

第６９条 契約者から部分払について支払請求があった場合は、適法の請求を受けた日か

ら１４日以内に支払うものとする。 

２ 第７１条第３項の規定は、前項に規定する支払期間の計算について準用する。 

３ 部分払をしようとするときは、所要事項を記入した支払明細書に支出命令票を添付す

るものとする。 

（火災保険契約） 

第７０条 部分払をする場合において、支払の対象となる工事等で、その性質上火災保険

契約を必要とする場合は、契約規則第３４条の規定により市を受取人とする火災保険に

加入させて当該証書を提出させ、会計管理者に預託するものとする。この場合において

は、契約の条件としなければならない。 

（契約代金の支払） 

第７１条 工事が完成し、契約者からしゅん工の届出又は通知を受けたときは、第７７条
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に規定する期間内に検査を行い、検査に合格して適法の請求を受けた日から４０日以内

に支払いを完了させるものとする。 

２ 工事以外の契約にあっては、契約者から完了の届出又は通知を受けたときは、第７７

条に規定する期間内に目的物の検収を行い、検収に合格して適法の請求を受けた日から

３０日以内に支払を完了させるものとする。 

３ 前２項に規定する支払期間の計算については、政府契約の支払遅延防止等に関する法

律の運用方針（昭和２５年４月７日大蔵省理財局長通達）の例による。ただし、債権債

務の確認月日は、会計年度を超えてはならない。 

４ 第６９条第３項の規定は、契約代金の支払について準用する。 

第７章 契約履行の確保等 

（監督） 

第７２条 工事等の監督職員は、設計書・図面・仕様書等に基づき当該工事等の施行につ

いて、監督するとともに、監督日誌を作成してその施行状況を明らかにするものとする。 

（監督日誌） 

第７３条 監督日誌は、公共（補肋）事業にあっては金額に制限なく作成し、単独事業に

あっては次について作成するものとする。 

(１) 土木工事の新設又は改良工事で１件の契約金額５０万円を超えるもの 

(２) 建築主体工事の新築又は改築工事で１件の契約金額１００万円を超えるもの（附

帯工事については金額に制限なく主体工事に準ずる。） 

（工事日報等） 

第７４条 監督員は、土木工事又は建築工事で監督日誌を作成する工事については、契約

者に工事日報及び必要箇所の現場写真等を作成させ、工事の施行状況を明らかにするも

のとする。ただし、単独事業で１件の契約金額が５０万円以下の土木工事及び１件の契

約金額が１００万円以下の建築主体工事（附帯工事については金額に制限なく主体工事

に準ずる。）は、工事日報の作成を省略することができる。 

（完了の届出） 

第７５条 契約者は、工事等が完了したときは、書面により監督職員又は検収員を経由し

て、遅滞なく市長に届け出なければならない。ただし、契約規則第３２条第１項ただし

書に規定する場合は、これを省略することができる。 

２ 契約事務担当職員は、前項の規定による届出があったときは、検査員（検収員）にそ

の旨を連絡するものとする。 

（検査の通知） 

第７６条 検査員（検収員）は、工事等の完了の届出又は通知を受けたときは、検査又は

検収の日程を予定し、当該工事等の契約者に検査又は検収の日程を通知するものとする。 

（検査の期間） 
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第７７条 工事等の検査又は検収は、工事等の完了の届出又は通知を受けた日から、工事

にあっては１４日以内、その他の給付にあっては１０日以内に行うものとする。修補に

伴う再検査（再検収）の期間についても、同様とする。 

２ 前項に規定する検査期間の計算については、政府契約の支払遅延防止等に関する法律

の運用方針の例による。 

（検査の特例） 

第７８条 工事等の検査（検収）について特に任命を受けた検査員（検収員）があるとき

は、その者が検査又は検収を行うものとする。 

（検査成績の評定） 

第７９条 １件の契約金額が５０万円を超える契約については、検査又は検収の結果につ

いてその成績を評定した成績内訳書を作成し、検査調書又は検収証書に添付するものと

する。ただし、成績内訳書の作成が困難なものについては、省略することができる。 

（委託業務の確認） 

第８０条 契約規則第３１条第１項の規定により、監督又は検査（検収）業務を他に委託

した場合における当該契約の確認については、委託業務完了確認書を作成し市長に提出

して行わなければならない。 

（物件の引継） 

第８１条 工事が完了し当該物件を引き取ったときは、契約依頼課は、公有財産引渡書を

作成し、平面図・配置図・その他関係書類を添えて主管課にこれを引き継ぎし公有財産

引受書を受領するものとする。 

（書類の引渡） 

第８２条 契約課は、契約の履行が完了したときは、契約処理票に必要事項を記入して関

係書類を主管課に返還するものとする。 

２ 前項による契約関係書類の返還を受けた主管課は、契約処理票に書類引き継ぎ年月日

等を記入して受領印を押印し、これを契約課に返還するものとする。 

第８章 雑則 

（帳票） 

第８３条 契約事項を処理するため備える帳票は、次のとおりとする。 

(１) 入札参加資格審査申請書受付簿 

(２) 入札参加資格者名簿 

(３) 入札参加資格者指名一覧表（工事関係） 

(４) 入札参加資格者指名一覧表（物件供給関係） 

(５) 入礼参加資格審査結果通知書 

(６) 入札参加資格取消通知書 

(７) 削除 
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(８) 物件購入依頼内訳書 

(９) 業者選定調書 

(１０) 工事請負等計画書 

(１１) 工事請負等審議書 

(１２) 入札通知書 

(１３) 入札参加者一覧表 

(１４) 現場説明出席者名簿 

(１５) 入札立会通知書 

(１６) 予定価格調書 

(１７) 入札書 

(１８) 入札状況調書 

(１９) 見積書 

(２０) 削除 

(２１) 工事請負契約書 

(２２) 削除 

(２３) 業務委託契約書 

(２４) 物件供給（製造）契約書 

(２５) 請書 

(２６) 供給物件内訳書 

(２７)及び(２８) 削除 

(２９) 工事請負契約処理票 

(３０) 製造の請負その他契約処理票 

(３１) 削除 

(３２) 工程表 

(３３) 工事着手届 

(３４) 削除 

(３５) 業務委託着手届 

(３６) 工事請負変更契約書 

(３７) 削除 

(３８) 業務委託変更契約書 

(３９) 物件供給（製造）変更契約書 

(４０) 変更請書 

(４１) 出来形確認請求書 

(４２) 出来形内訳書 

(４３) しゅん工届 
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(４４) 完了届 

(４５) 完納届 

(４６) 工事監督日誌 

(４７) 工事日報 

(４８) 履行期間延長申出書 

(４９) 履行期間延長承認申請書 

(５０) 履行期間延長通知書 

(５１) 前払金請求書 

(５２)及び(５３) 削除 

(５４) 工事成績評定内訳書 

(５５) 物件検収成績評定内訳書 

(５６) 委託業務検収成績評定内訳書 

(５７) 委託業務履行確認書 

(５８) 工事目的物引渡書 

(５９) 工事目的物引受書 

(６０) 技術者台帳 

(６１) 削除 

(６２) 現場代理人・技術者等選任通知書 

(６３) 下請通知書 

(６４) 主任技術者等変更通知書 

(６５) 中間前金払認定申請書 

(６６) 工事履行報告書 

(６７) 中間前金払認定通知書 

(６８) 中間前払金請求書 

２ 財務会計システムを利用して前項第３号、第４号、第１２号、第１３号、第１６号及

び第１８号に掲げる帳票を作成する場合においては、電子文書とすることができるほか、

それぞれの名称は、当該各号の規定にかかわらず、財務会計システムにより出力される

名称とすることができる。 

（秘密の保持） 

第８４条 契約事務に関係のある職員は、入札参加者の資格審査その他職務上知ることが

できた秘密は一切他に漏らしてはならない。また、契約関係書類は特に慎重に取り扱い、

これら書類の整理保管については内容等秘密の漏れないよう厳に注意しなければならな

い。 

（委任） 

第８５条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。 
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附 則 

（施行期日） 

１ この庁達は、昭和４３年１２月２０日から施行する。 

（予定価格の公表） 

２ 工事若しくは製造の請負又は測量若しくは建設コンサルタント業務の委託に係る一般

競争入札又は指名競争入札で市長が定めるものについては、当分の間、第２１条第２項

の規定にかかわらず、市長が定めるところにより、その予定価格を公表することができ

る。 

３ 前項の規定により市長が予定価格を公表することとした一般競争入札若しくは指名競

争入札又は総合評価競争入札について落札者がない場合においては、第３０条及び第 

３１条の規定は適用せず、第３２条の規定の適用については、同条第１項中「再度入

札」とあるのは「入札」とする。 

（工事成績の評価方法の特例） 

４ 平成１６年１０月１日及び平成１８年１０月１日のそれぞれ直前２年の期間に係る第

６条第２号アに掲げる数値については、同号アの規定にかかわらず、当該期間における

１件の契約金額が１３０万円を超える工事種類別工事成績について次の算式により算定

した数値（１未満の端数があるときは、これを四捨五入する。）から６５を減じた数に

５を乗じて得た数値とする。  

Ｌ１＋Ｌ２ 
Ｍ１＋Ｍ２ 

この算式においてＬ１、Ｌ２、Ｍ１及びＭ２は、それぞれ次の数値を表すものとす

る。 

Ｌ１ 平成１５年６月２５日以前に締結した契約に係る各工事に係る工事成績の値か

ら７９を減じた数に２を乗じて得た数に６５を加えた数を合計した数 

Ｌ２ 平成１５年６月２６日以後に締結した契約に係る各工事に係る工事成績の値を

合計した数 

Ｍ１ Ｌ１に係る工事の件数 

Ｍ２ Ｌ２に係る工事の件数 

（編入に伴う経過措置） 

５ 契約規則附則第４項又は第５項において準用する契約規則第１５条第２項の規定によ

る資格審査については、第６条（第２号アを除く。）の規定を準用する。 

附 則（昭和６３年１１月２８日庁達第２号） 

（施行期日等） 

１ この要綱は、昭和６３年１２月１日から施行する。 

２ 改正後の高松市契約事務処理要綱の規定は、昭和６４・６５年度分の入札参加申請に

係るものから適用する。 



20 

 

附 則（平成元年３月２９日庁達第２号） 

（施行期日） 

この要綱は、平成元年４月１日から施行する。 

附 則（平成２年６月５日庁達第１号） 

この要綱は、平成２年６月６日から施行する。 

附 則（平成３年３月１日庁達第３号） 

この要綱は、平成３年４月１日から施行する。 

附 則（平成５年５月２７日庁達第２号） 

この庁達は、平成５年６月１日から施行する。 

附 則（平成６年３月２２日庁達第１号） 

この庁達は、平成６年４月１日から施行する。 

附 則（平成７年５月３０日庁達第３号） 

この庁達は、平成７年６月１日から施行する。 

附 則（平成８年３月２７日庁達第２号） 

この庁達は、平成８年４月１日から施行する。 

附 則（平成８年５月１６日庁達第４号） 

この庁達は、平成８年５月１６日から施行する。 

附 則（平成９年４月１日庁達第２号） 

この庁達は、平成９年４月１日から施行する。 

附 則（平成９年６月１日庁達第３号） 

この庁達は、平成９年６月１日から施行する。 

附 則（平成１１年６月１日庁達第２号） 

この庁達は、平成１１年６月１日から施行する。 

附 則（平成１２年１月３１日庁達第１号） 

この庁達は、平成１２年２月１日から施行する。 

附 則（平成１２年６月９日庁達第３号） 

この庁達は、平成１２年６月１０日から施行する。 

附 則（平成１３年５月３１日庁達第５号） 

この庁達は、平成１３年６月１日から施行する。 

附 則（平成１５年５月２９日庁達第３号） 

この庁達は、平成１５年６月１日から施行する。 

附 則（平成１６年１１月２６日庁達第３号） 

この庁達は、平成１６年１２月１日から施行する。 

附 則（平成１７年５月３０日庁達第２号） 

この庁達は、平成１７年６月１日から施行する。 
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附 則（平成１７年９月２２日庁達第４号） 

この庁達は、平成１７年９月２６日から施行する。 

附 則（平成１７年１２月２１日庁達第６号） 

この庁達は、平成１８年１月１０日から施行する。 

附 則（平成１８年５月２６日庁達第３号） 

この庁達は、平成１８年６月１日から施行する。 

附 則（平成１９年３月３０日庁達第３号） 

この庁達は、平成１９年４月１日から施行する。 

附 則（平成１９年６月１日庁達第５号） 

この庁達は、平成１９年６月１日から施行する。 

附 則（平成１９年９月２６日庁達第７号） 

この庁達は、平成１９年１０月１日から施行する。 

附 則（平成１９年１１月２２日庁達第８号） 

この庁達は、平成１９年１１月２２日から施行する。 

附 則（平成２１年３月２７日庁達第１号） 

この庁達は、平成２１年４月１日から施行する。 

附 則（平成２１年５月２９日庁達第４号） 

この庁達は、平成２１年６月１日から施行する。 

附 則（平成２２年３月３１日庁達第２号） 

この庁達は、平成２２年４月１日から施行する。ただし、第３０条の改正規定は、同月

１２日から施行する。 

附 則（平成２２年８月２３日庁達第４号） 

この庁達は、平成２２年８月２３日から施行する。 

附 則（平成２２年１１月１９日庁達第５号） 

１ この庁達は、平成２２年１１月１９日から施行する。 

２ この庁達の施行前に行われた入札参加資格についての公示に係る資格審査については、

改正後の第５条第２項及び第６条の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

附 則（平成２３年２月２５日庁達第２号） 

この庁達は、平成２３年３月１日から施行する。ただし、第５２条の改正規定は、同年

４月１日から施行する。 

附 則（平成２３年５月３１日庁達第５号） 

この庁達は、平成２３年６月１日から施行する。 

附 則（平成２４年３月２９日庁達第２号） 

この庁達は、平成２４年４月１日から施行する。ただし、第４２条の２第１項の改正規

定は、同年６月１日から施行する。 
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附 則（平成２４年５月２８日庁達第１０号） 

この庁達は、平成２４年６月１日から施行する。 

附 則（平成２４年８月２４日庁達第１１号） 

この庁達は、平成２４年９月１日から施行する。 

附 則（平成２４年９月１１日庁達第１２号） 

この庁達は、平成２４年９月１１日から施行する。 

附 則（平成２４年１２月１７日庁達第１３号） 

１ この庁達は、平成２４年１２月１７日から施行する。 

２ この庁達の施行の日前に地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の

５第２項（同令第１６７条の１１第３項において準用する場合を含む。）の規定により

なされた公示については、改正前の高松市契約事務処理要綱の規定は、なおその効力を

有する。 

附 則（平成２５年２月２５日庁達第１号） 

１ この庁達は、平成２５年４月１日から施行する。ただし、第５７条及び第８３条第１

項の改正規定は、同年２月２５日から施行する。 

２ 改正後の第６３条及び第６９条第１項の規定は、この庁達の施行の日以後に行う公告

その他の契約の申込みの誘引に係る契約について適用し、同日前に行われた公告その他

の契約の申込みの誘引に係る契約については、なお従前の例による。 

附 則（平成２５年８月２３日庁達第３号） 

この庁達は、平成２６年４月１日から施行する。 

附 則（平成２６年１月３１日庁達第１号） 

この庁達は、平成２６年１月３１日から施行する。 

附 則（平成２７年２月２４日庁達第１号） 

 この庁達は、平成２７年３月１日から施行する。 

附 則（平成３１年３月２９日庁達第３号） 

 この庁達は、平成３１年４月１日から施行する。 

附 則（令和２年３月３０日庁達第２号） 

 この庁達は、令和２年４月１日から施行する。 

 


